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徳島県食の安全安心審議会の
部会設置について

平成21年8月19日
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「迅速」かつ「的確」な対応が必要

条例改正の背景

食品に含まれることが

想定されない物質の

食品への混入

非食用の事故米穀の
不正規流通
（食用へ転売）

関係法律の範疇を超えたような事件の発生
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健康への悪影響防止の強化①

立 入 検 査

リスク情報 リスク情報

農薬取締法や薬事法に
違反して生産された

農林水産物の出荷・販売

関係する法律で成分規格や
基準が定められていない物質が
含まれ，人の健康被害を及ぼす
可能性が高い食品の製造・販売

生産者・生産者団体 食品関連事業者

4

健康への悪影響防止の強化②

農薬取締法や薬事法に
違反して生産された

農林水産物を出荷・販売した
生産者や生産者団体

関係する法律で成分規格や
基準が定められていない物質が
含まれ，人の健康被害を及ぼす
可能性が高い食品を製造・販売

した食品関連事業者

勧告

公表

命令

徳島県食の安全
安心審議会

意
見
聴
取

意
見
具
申理由なく勧告に従わない場合

重大な健康被害の発生し，
拡大のおそれがある場合
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徳島県食の安全安心
審議会の設置

○ 県民の食の安全安心に関する重要事項の調査審議及び
意見具申（条例第24条）

○ 食品による健康への悪影響防止に必要な措置をとるよう
勧告するときの意見具申（条例16条第2項）

○ 審議会に部会を置くことができる(条例第28条)

消費者

生産者

食品関連事業者

学識経験者
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安全性評価部会の設置(案)
• 部会の役割

• 条例第16条第2項の規定による勧告に係る，意見を具申する

• 部会に係る規定
• 部会に属すべき委員は、会長が指名（規則第8条第1項）

• 会長の指名する委員を部会長とする（規則第8条第2項）

• 部会の決議をもって審議会の決議とすることができる（規則第8条
第3項）

• 議事に関係のある者から意見を聴くことができる（規則第8条第4
項）


